
 

町では、令和 6年 4月 1日以降に、いばらき出会いサポートセンターに入会した

方を対象に、入会登録料（11,000円）を全額助成します！ 

いばらき出会いサポートセンターは、結婚を希望する独身の方

の出会いの場づくりを目的として、平成 18年に茨城県と 

（一社）茨城県労働者福祉協議会が共同で設立した組織です。 

いばらき出会いサポートセンターとは？ 

以下の要件をすべて満たす方 

・阿見町の住民基本台帳に記録されていること 

・婚姻（予定を含む。）をしていないこと 

・令和 6年 4月 1日以降にセンターに入会し、引き続き入会していること 

※主な要件を記載しています。詳しくは、町 HPをご確認ください。 

助成対象者 

センターの入会登録料に要した実支出額（上限 11,000円） ※助成金の交付は 1人 1回まで 

助成額 

いばらき出会いサポートセンター入会後、次の書類を郵送または持参にて 

秘書広聴課広報戦略室に提出してください。 

（1）阿見町いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成申請書兼請求書 

（2）いばらき出会いサポートセンターが発行した領収書の写し 

 

申請手続き 

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

※予算上限に達した場合は、期限より前に受付を締め切る場合があります。 

申請受付期間 

【お問い合わせ】 

〒300-0392 阿見町中央一丁目 1番 1号 

阿見町 町長公室 秘書広聴課 広報戦略室 ☎888-1111（内線 283） 

詳しくは町 HPを

ご覧ください。 


